
平
成
四
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
八
号

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
及
び
別
表
第
七
の
規

定
に
基
づ
き
貨
物
を
定
め
る
省
令

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十

八
号
）
別
表
第
二
及
び
別
表
第
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
輸

出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
及
び
別
表
第
七
の
規
定
に
基
づ

き
貨
物
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

第
一
条
　
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
二
一
の
三
の
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
Ｎ―

ア
セ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
及
び
そ
の
塩
類

二
　
ア
セ
ト
ン

三
　
四―

ア
ニ
リ
ノ
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

四
　
四―

ア
ニ
リ
ノ―

一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン

及
び
そ
の
塩
類

五
　
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
及
び
そ
の
塩
類

六
　
イ
ソ
サ
フ
ロ
ー
ル

七
　
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

八
　
エ
チ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
（
別
名
メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ

ト
ン
）

九
　
エ
ル
ゴ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
　
エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
一
　
塩
化
水
素
の
水
溶
液
（
別
名
塩
酸
）

十
二
　
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

十
三
　
サ
フ
ロ
ー
ル

十
四
　
一
・
一―

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル＝

四―

ア
ニ
リ
ノ

ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の

塩
類

十
五
　
ト
ル
エ
ン

十
六
　
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
七
　
ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル

十
八
　
Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル―

Ｎ―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

十
九
　
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類

二
十
　
無
水
酢
酸

二
十
一
　
メ
チ
ル＝

二―

メ
チ
ル―

三―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

オ
キ
シ
ラ
ン―

二―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
十
二
　
二―

メ
チ
ル―

三―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン

ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

オ
キ
シ
ラ
ン―

二―

カ
ル

ボ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類

二
十
三
　
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

プ
ロ
パ
ノ
ン

二
十
四
　
リ
ゼ
ル
ギ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類

二
十
五
　
硫
酸

第
二
条
　
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
七
の
一
の
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
ア
セ
ト
ン

二
　
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

三
　
エ
チ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン

四
　
塩
化
水
素
の
水
溶
液

五
　
ト
ル
エ
ン

六
　
硫
酸

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
九
日
通
商
産
業
省

令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
二
日
通
商
産
業
省

令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
十
二
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
七
日
通
商
産
業

省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
三
日
通
商
産

業
省
令
第
二
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産

業
省
令
第
二
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
経
済
産

業
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
一
日
経
済
産
業
省

令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
一
五
日
経
済
産
業
省

令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
八
月
三
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
一
日
経
済
産
業
省

令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。
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